
１　

貸
金
業
登
録
制
度
の
強
化

　

貸
金
業
登
録
の
審
査
に
つ
い
て
、
申

請
者
等
の
本
人
確
認
を
義
務
化
す
る
と

と
も
に
、
人
的
要
件
︵
例
え
ば
、
暴
力

団
員
の
排
除
︶
の
強
化
や
財
産
的
要
件

の
追
加
、
各
営
業
店
へ
の
主
任
者
の
設

置
の
義
務
付
け
に
よ
り
、
さ
ら
に
厳
格

な
登
録
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。①

暴
力
団
関
係
者
や
財
産
的
基
礎
を

有
し
な
い
者
等
の
登
録
拒
否
事
由

の
追
加

②
登
録
時
の
運
転
免
許
証
や
旅
券
等

に
よ
る
本
人
確
認
等
の
強
化

③
貸
金
業
者
登
録
簿
の
登
録
事
項
の

追
加

④
複
数
の
都
道
府
県
に
営
業
所
等
を

有
す
る
貸
金
業
の
登
録
免
許
税
を

九
万
円
か
ら
十
五
万
円
に
引
き

上
げ

２　

罰
則
の
大
幅
な
引
き
上
げ

　

高
金
利
貸
付
け
、
無
登
録
営
業
に
関

す
る
罰
則
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
高
金
利
を
要
求
す
る
行

為
そ
の
も
の
も
罰
則
の
対
象
と
な
り
ま

し
た
。

◆
高
金
利
違
反
↓
五
年
以
下
の
懲
役
、

一
千
万
円︵
法
人
の
場
合
三
千
万
円
︶

以
下
の
罰
金

◆
無
登
録
営
業
↓
五
年
以
下
の
懲
役
、

一
千
万
円
︵
法
人
の
場
合
一
億
円
︶

以
下
の
罰
金

３　

違
法
な
広
告
、
勧
誘
行
為
の
規
制

　

無
登
録
業
者
の
広
告
、
勧
誘
行
為
に

つ
い
て
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

◆
罰
則
の
新
設
↓
百
万
円
以
下
の
罰
金

４　

違
法
な
取
立
行
為
の
規
制
強
化

　

正
当
な
理
由
の
な
い
夜
間
の
取
立

て
、
勤
務
先
等
居
宅
以
外
へ
の
電
話
や

訪
問
、
第
三
者
へ
の
弁
済
の
要
求
な
ど

行
っ
て
は
な
ら
な
い
取
立
行
為
の
具
体

例
に
つ
い
て
、
法
律
で
明
確
に
さ
れ
る

と
と
も
に
、
罰
則
も
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
︵
無
登
録
業
者
の
行
為
も
罰
則
の

対
象
と
な
り
ま
す
︶
。

◆
罰
則
の
引
き
上
げ
↓
二
年
以
下
の
懲

役
、
三
百
万
円
以
下
の
罰
金

５　

年
利
1
0
9
・
5
％
を
超
え
る
利
息　

　
　

で
の
貸
付
契
約
の
無
効
化

　

貸
金
業
者
が
1
0
9
・
5
％
を
超
え

る
利
息
で
の
貸
付
契
約
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
契
約
は
無
効
で
あ
り
、
利

息
に
つ
い
て
は
一
切
支
払
う
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
年
利
2
9
・
2
％
を
超
え
る

利
息
は
出
資
法
違
反
と
な
り
罰
則
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
借
入
れ
の
際
に
は
、

利
息
が
年
2
9
・
2
％
を
超
え
て
い
な

い
か
ど
う
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
年

2
9
・
2
％
と
は
、
元
本
一
万
円
に
つ

き
一
日
八
円
の
利
息
と
な
り
ま
す
。

　

資
金
需
要
者
へ
の
情
報
提
供　

　

貸
金
業
を
営
む
者
は
、
主
た
る
営
業

所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

ま
た
は
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

借
入
れ
を
す
る
前
に
、
業
者
の
登
録
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深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
ヤ
ミ
金
融
問
題
に
対
処
す
る
た
め
第
百
五
十
六
回
国
会
に
お
い
て
、

ヤ
ミ
金
融
対
策
法
︵
貸
金
業
規
制
法
及
び
出
資
法
等
の
一
部
改
正
法
︶
が
成
立
し
ま
し
た
。
金
融
庁
と

し
て
も
、
貸
金
業
登
録
制
度
の
強
化
に
よ
り
、
悪
質
な
業
者
が
安
易
に
貸
金
業
登
録
を
行
い
暴
力
団
等

か
ら
資
金
を
得
て
組
織
的
に
貸
付
け
を
行
う
と
い
っ
た
事
例
の
排
除
に
努
め
る
と
と
も
に
、
相
談
体
制

の
強
化
や
捜
査
当
局
等
関
係
機
関
と
の
一
層
の
連
携
強
化
に
努
め
ま
す
。
ヤ
ミ
金
融
対
策
法
の
主
な
内

容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
︵
２
、
３
及
び
５
は
平
成
十
五
年
九
月
一
日
に
施
行
︶。
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の
有
無
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
登
録
し

て
い
な
い
業
者
︵
ヤ
ミ
金
融
業
者
︶
か

ら
は
絶
対
に
借
り
な
い
こ
と
で
す
。

　

無
登
録
業
者
か
ら
の
借
入
れ
に
よ
る

被
害
の
未
然
防
止
の
た
め
、
金
融
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
全
国
の
財
務
局
ま

た
は
都
道
府
県
に
登
録
さ
れ
て
い
る
貸

金
業
者
の
登
録
内
容
︵
登
録
業
者
の
商

号
、
登
録
番
号
、
所
在
地
等
︶
を
検
索

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
財
務
局
登
録
番
号
を
詐
称
し
て
い

る
よ
う
な
悪
質
な
業
者
に
関
す
る
情
報

も
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

最
新
の
情
報
や
ご
不
明
な
点
は
、
登

録
番
号
に
記
載
さ
れ
て
い
る
各
財
務

局
・
都
道
府
県
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

︵
金
融
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ

ス
で
き
ま
す
。︶
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